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～自己紹介～

専門学校卒業後、長野市の障害者支援施設に就職。
2009年（29歳）大阪の乳児院で職員をしながら養育里親になりました。
その後、神戸市の児童養護施設に転職し、2013年5月1日（33歳）から
兵庫県（神戸市）初のファミリーホームを開設。今年で12年が経過。

現在までに38名の委託。（一時保護含む）

１番長くお預かりしている子は16年目です。
ショートステイの受け入れも月2～3件あります。

2017年より一般社団法人日本ファミリーホーム協議会
事務局長を務める。



6.ファミリーホームの中の役割分担・マネージメント

～小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）実施要綱～より抜粋

・養育者

①養育者の形態としては、「夫婦である２名の養育者」＋補助者１名以上」

又は「養育者１名＋補助者２名以上」

②養育者はファミリーホームに生活の本拠を置くものでなければならない

・補助者

児童福祉法第34 条の20 第１項各号の規定（養育里親の欠格事由）に該当しない者で、

養育者が行う養育について補助する者を指す。

・養育者及び補助者（以下「養育者等」という。）は、家庭養護の担い手であることから、

児童福祉法施行規則第１条の34 及び第１条の37 第２号に定める研修その他の資質の向上を

目的とした研修を受講し、その養育の質の向上を図るよう努めなければならない。



6.ファミリーホームの中の役割分担・マネージメント

（１）ファミリーホームでの養育全般

①養育者の家庭の中で、特定の大人との愛着関係を育み、こども同士の相互の交流を
活かしながら、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、
将来自立した生活を営むために必要な知識及び経験を得ることを目的とする。

②こどもが自立した後も社会で孤立しないように、こどもの実家機能としての家族的な関係が
築かれるようにする。

③ファミリーホームにおける養育の最大の特徴は、「① 」である。

④ファミリーホームへ委託される子どもの特性や性格などを十分に理解し、子どもの成長、
自立を期待しつつも、ありのままの子どもを受け入れ、自己肯定感を育む関わりをする。



6.ファミリーホームの中の役割分担・マネージメント

（１）ファミリーホームでの養育全般

⑤養育者も補助者も、完璧な大人では無く、養育者と補助者がお互いを理解し合い、

話し合いや研修等で学び、ともに成長していく姿勢が必要である。

⑥現にファミリーホームに委託されている児童と、新たに委託される児童との関係性を十分に
考慮した上で、新規の受託の判断が必要。



6.ファミリーホームの中の役割分担・マネージメント

（２）養育者の役割

①養育者は、委託された子どもの安心・安全な生活を第一として、生活環境を整えて、

子どもの権利を守らなければならない。

②子どもが委託される時に、ファミリーホームの基本的な考え方や、約束ごと等をあら

かじめ伝えることは、ファミリーホームでの新しい生活を始めるにあたり、子どもに

とっても、養育者等にとっても大切なこと。

③ファミリーホームは、子どもにとって「家庭」の体験であり、家族として一緒に 生活を

することで、あたりまえの生活を子どもが体験出来る。養育者は「親」としての生き方

を見せることが重要。



6.ファミリーホームの中の役割分担・マネージメント

（３）補助者の役割

①補助者は養育者が不在でも、ファミリーホームを安心して任せられる存在が望ましい。

②ファミリーホームの透明性を確保し、密室化を防ぐ重要な役割を担う。

③養育者の実子や親族が補助者になる場合は、家族だんらんの雰囲気の良さがある。
が、密室化という懸念もある。実子や親族であっても補助者としての役割を果たして
いくことが必要。



6.ファミリーホームの中の役割分担・マネージメント
（４）外部との関わり

①ファミリーホームの孤立化を防ぐ意味からも、他機関との連携は重要。ファミリー

ホーム同士の交流や情報交換、研修の場に積極的に参加していくことは必須。

②里親会や社会的養護関係施設、幼稚園や学校との連携が必要なことはもちろんだが、

地域の役割を担って、ファミリーホームの推進や周知に貢献することも重要。

③ファミリーホームで生活するという事は、その地域で生活をするという事。

地域の行事にも積極的に参加することが重要。

④ケースワーカーや行政のファミリーホーム担当者とは、エビデンスをもとに話し合え

るよう、日々の記録や制度の情報収集が必要。



6.ファミリーホームの中の役割分担・マネージメント

（５）ファミリーホームであること

①「ファミリーホームは里親家庭の大きくなったもので、施設の小さくなった

ものではない」という里親及びファミリーホーム養育指針に沿うように。

②１人１人に合った関りを目指して、子どもが主役の自主性を尊重したホーム
運営。

③子どもに責任を持って継続的に関われる。



７.運営

～児童福祉法～より抜粋

・第一条の十六

養育者のうち一人は、小規模住居型児童養育事業を行う住居の養育者等及び業務の管理その他の管理を一元的

に行わなければならない。

・第一条の十七 小規模住居型児童養育事業者は、小規模住居型児童養育事業を行う住居ごとに、次の各号に

掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

— 事業の目的及び運営の方針

二 養育者等の職種、員数及び職務の内容

三 委託児童の定員

四 養育の内容

五 緊急時等における対応方法

六 非常災害対策

七 委託児童の人権の擁護、虐待の防止等のための措置に関する事項

八 第一条の二十八に規定する評価の実施状況等養育の質の向上のために図る措置の内容

九 その他運営に関する重要事項



７.運営

（２）事業費 事務費以外の経費であって、委託されている児童等に直接必要な諸経費を総称した

ものをいう。

（３）各種加算 使途や対象職員等が限定されているものもある。

（４）補助金事業 こども家庭庁が事業内容や予算規模を策定。各都道府県等が事業内容や予算を

変更するか、そもそも事業を採用するかは、各自治体の判断による。

（５）都道府県市の補助事業 各自治体の予算規模、社会的養護への理解度に準じる。

～児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について～より抜粋

・措置費 明朗な会計処理が必須。

（１）事務費 運営するために必要な職員の人件費その他事務の執行に伴う諸経費。



７.運営

運営するために必要な職員の人件費その他事務の執行に伴う諸経費。（１）事務費

・月額保護単価

・学習指導加算

・社会的養護処遇改善加算

・社会的養護従事者処遇改善加算

・個別対応職員加算

・民間施設給与等改善費

・除雪費加算

・降灰除去費加算

・建物賃借費・・・・などなど

～児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について～より抜粋

・措置費



７.運営

（２）事業費

・一般生活費

事務費以外の経費であって、委託されている児童等に直接必要な諸経費

を総称したものをいう。

・期末一時扶助費

・被虐待児受入加算費

・乳児等受入加算費（一時保護委託児童のみ）

・幼稚園/保育所費

・教育費

・学校給食費

・見学旅行費

・入進学支度金

・特別育成費

・夏季等特別行事

・防災対策費

・医療費

・職業補導費

・冷暖房費

・就職支度費

・大学進学等自立生活支度費

・葬祭費

・受託支度費

・予防接種費

・一時保護委託児童通学送迎費

・視力矯正費

～児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について～より抜粋

・措置費



７.運営

～児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について  令和7年7月25日通知～より抜粋

一般分保護単価



７.運営

令和6年4月1日～ ファミリーホームへ個別対応職員加算
家庭支援専門相談員、心理療法担当職員、個別対応職員、職業指導員及び医療的ケアを担当する職員の配置について令和6年4月8日通知より抜粋

〇 趣旨

虐待を受けた経験等のある児童の施設入所等の増加に対応するため、被虐待児等の個別の対応が必要な

児童への② の対応、保護者への援助等を行う職員を配置し、虐待を受けた経験等

のある児童への対応の充実を図ることを目的とする。

〇個別対応職員の業務内容

（１）虐待を受けた経験等のある児童、特に個別の対応が必要とされる児童への個別面接

（２）当該児童への生活場面での１対１の対応

（３）当該児童の保護者への援助

（４）その他



７.運営

～児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について  令和7年7月25日通知～より抜粋

個別対応職員加算

個別の対応が必要であると、都道府県知事等が認めた児童が３人以上の場合

個別の対応が必要であると、都道府県知事等が認めた児童が１人又は２人の場合



７.運営

補助金事業

主な事業としては、

・児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業

・児童養護施設等体制強化事業

・児童養護施設等の職員の資質向上のための研修等事業



７.運営 令和8年度予算 概算要求資料より抜粋



７.運営 令和8年度予算 概算要求資料より抜粋



７.運営 令和8年度予算 概算要求資料より抜粋



７.運営
・児童養護施設等体制強化事業・個別対応職員加算のイメージ図

養育者 養者育

又は

補助者

1 人目 2 人目 3 人目

補助者

児童養護施設等体制強化事業補助金

（令和 8 年度 1 ホーム 477.4 万円）＊予定

事務費以外の補助者の人件費

4 人目

個別対応職員加算

（措置費）

＊月額保護単価に人件費が含まれています。



７.運営 令和8年度予算 概算要求資料より抜粋



７.運営

☆監査☆

ファミリーホーム 支出措置費
（事務費・事業費等）

☆確定申告☆ 各種控除・節税対策

☆各種税金等の免除・減免☆



8.社会的養護とファミリーホームの役割 こども家庭庁～社会的養育の推進に向けて～より抜粋
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8.社会的養護とファミリーホームの役割 こども家庭庁～社会的養育の推進に向けて～より抜粋



8.社会的養護とファミリーホームの役割 最後に

・「家庭と同様の養育環境の推進」 特に就学前の児童は原則とする。

・赤ちゃんには③ 形成の為に、赤ちゃんは少人数で、養育者は変わらない大人。

・虐待を受けた子、障害がある子を受け入れ、個別対応を行う事で、心身の安心・安全を、
子どもに感じてもらえる養育を。

・措置延長で、20歳の誕生日前日まで責任を持って関わる。

・児童自立生活援助事業Ⅲ型で、必要な児童には年齢に関係なく関りを持つ。

・一時保護委託を受け入れる。

・地域のショートステイの受け入れ先になる事も可能（各自治体の制度による。）

色んなの子どもや、保護者、ケースワーカー、関係団体職員等に対応出来るように、
たくさんの引き出し持つ、ファミリーホーム養育者を目指しましょう！！！！
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